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(57)【要約】
　【課題】　施工性に優れ、鹿等の食害動物による食害
を確実に防止することができる食害防止方法およびそれ
に用いる食害保護部材を提供すること。
　【解決手段】　食害動物から傾斜面Ｎの植生を保護す
るための食害防止方法であって、少なくとも食害動物が
植生保護領域２へ侵入する際に通過する傾斜箇所へ、食
害動物の足裏に対して表面の静止摩擦係数が０．７以下
である食害保護部材１を、縦方向へは連続して、横方向
へは１０ｃｍ以下の隙間Ｓを設けて複数並列配置するよ
うにしている。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食害動物から傾斜面の植生を保護するための食害防止方法であって、少なくとも食害動
物が植生保護領域へ侵入する際に通過する傾斜箇所へ、食害動物の足裏に対して表面の静
止摩擦係数が０．７以下である食害保護部材を、縦方向へは連続して、横方向へは１０ｃ
ｍ以下の隙間を設けて複数並列配置することを特徴とする食害防止方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の食害防止方法に用いる食害保護部材であって、食害動物の足裏に対し
て表面の静止摩擦係数が０．７以下であることを特徴とする食害保護部材。
【請求項３】
　断面形状が半円状・円弧状・三角形状のいずれかであることを特徴とする請求項２に記
載の食害保護部材。
【請求項４】
　横方向１０ｃｍ以下の空間を開けて複数個が並列状態で連結されてあることを特徴とす
る請求項３に記載の食害保護部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、傾斜面を緑化する際に用いられ、鹿等の食害動物による食害を防止する食害
防止方法およびそれに用いる食害保護部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、鹿等の大型草食動物による食害が、特に緑化工の妨げとなり問題となっている。
すなわち、緑化工を施工してもこの施工に用いる緑化用植物が発芽初期段階で食害にあい
、その結果、緑化による侵食防止が不十分な状態で法面等が放置されてしまうことが多い
。
【０００３】
　そこで、上記食害を防止するために、網、柵などで緑化対象地を囲ったり、草食動物が
忌避する植物や忌避剤を緑化対象地の内部や周囲に配置することが従来より行われてきた
。
【特許文献１】特開２００４－２２２６３２号公報
【特許文献２】特開２００３－３４９３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来のいずれの方法も、食害防止の確実性が不十分であったり、工費や管理費
が高くなったりすることもあって、これらに代わる新たな方法の開発が望まれている。
【０００５】
　ところで、これらの食害を引き起こす食害動物は鯨偶蹄目の系統に属し、その四肢には
蹄を持っている。このような食害動物は猿や鳥などと比較した場合には行動範囲に制限が
あり、傾斜面での行動もそれ程得意とはしていないという点に着目した本発明者らは、よ
り有効に食害を防止することができる新たな方法の開発に成功した。
【０００６】
　本発明は上述の事柄に留意してなされたもので、その目的は、施工性に優れ、鹿等の食
害動物による食害を確実に防止することができる食害防止方法およびそれに用いる食害保
護部材を提供することである。なお、ここでいう食害動物とは、鯨偶蹄目の系統に属し、
斜面の植生に食害を与える動物（鹿、カモシカ、猪など）を指す。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の食害防止方法は、食害動物から傾斜面の植生を保
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護するための食害防止方法であって、少なくとも食害動物が植生保護領域へ侵入する際に
通過する傾斜箇所へ、食害動物の足裏に対して表面の静止摩擦係数が０．７以下である食
害保護部材を、縦方向へは連続して、横方向へは１０ｃｍ以下の隙間を設けて複数並列配
置することを特徴としている（請求項１）。
【０００８】
　本発明における植生保護領域とは、傾斜面における植物を植生しようとする領域であっ
て、食害保護部材で保護される領域のことである。
　本発明において、食害保護部材を、縦方向へは「連続して、」とは、食害保護部材間に
若干の隙間がある場合も含む。
　本発明においては、食害保護部材の縦方向（傾斜面に沿う上下の方向；図１において両
矢印Ｙで示す）への連続配置としては、図１のように食害保護部材の端面同士を密着（当
接）させる密着（当接）構成を採用しても良いし、図２のように一部を重ね合わせる重ね
合わせ構成を採用しても良い。また、食害保護部材の端面同士間に若干の隙間を設けても
よい。いずれの場合も支えとなる食害動物の足が掛かる所はなく、食害保護部材で滑って
ふんばれないことになる。図２のように食害保護部材同士を重ね合わせる場合には、法肩
側（上側）の食害保護部材を隣の法尻側（下側）の食害保護部材の上に重ね合わせるよう
にすることが、重ね合わせ部に食害動物の足が掛からなくなるので好適である。
【０００９】
　また、食害保護部材を横方向（前記Ｙ方向に直角な両矢印Ｘで示す方向）に１０ｃｍ以
下の隙間Ｓ（Ｓ≦１０ｃｍ）を設けて敷設することで、その隙間から植物を生育させるこ
とができ好適である。尚、１０ｃｍよりも多く隙間を設けると、食害動物がその隙間に足
を入れて傾斜面上を通過できてしまうため不適である。また、望ましくは隙間Ｓを５ｃｍ
以下（Ｓ≦５ｃｍ）とすることで、食害動物が足を隙間Ｓに入れようとした場合に入りき
らず、より不安定な状態を作り出すことができる。
【００１０】
　また、本発明は傾斜面において効果を発揮する食害防止方法であり、前記傾斜箇所の勾
配（角度）αは３０度以上、より確実性を持たせるためには３９度以上であることが好ま
しい。　
【００１１】
　また、本発明は別の観点から、請求項１に記載の食害防止方法に用いる食害保護部材で
あって、食害動物の足裏に対して表面の静止摩擦係数が０．７以下であることを特徴とす
る食害保護部材を提供する（請求項２）。
【００１２】
　本発明における食害保護部材の形状は、板状、タイル状、円柱状、角柱状、かまぼこ状
など適宜選択可能であるが、その中でも、断面形状が半円状・円弧状・三角形状のいずれ
かとすること（請求項３）で、食害動物の足裏に対する接地面積を少なくさせて食害保護
部材の上に食害動物が載ると、より不安定な状態を作り出すことができるため好適である
。
【００１３】
　さらに、本発明においては、食害保護部材の材質は特に限定するものではなく、食害動
物の荷重によって破壊されない程度の強度があればよい。具体的には樹脂や金属、植物由
来材料などを適宜選択することができる。植物由来材料としては、例えば自然の竹、樹皮
を除去した木材、植物性プラスチックなどを挙げることができる。
　尚、環境面や景観面から、自然の竹のような植物由来材料を用いることが好適であり、
その際に被覆材（例えはフッ素樹脂やシリカ、カーボン、チタンなど）でコーティングし
たり、薬剤（例えばニトリル系等の有機化学物質やヒノキチオール等の天然抗菌剤）など
を予め塗布して、その強度や耐腐食性を向上させたり、摩擦抵抗の低減（スリップ性の向
上）を図ることも可能である。
【００１４】
　また、本発明では、食害保護部材は、横方向１０ｃｍ以下の空間を開けて複数個が並列
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状態で連結されてあることが好ましい（請求項４）。
　すなわち、本発明では、食害保護部材（たとえば自然の竹）を一つずつ設置固定してい
っても良いが、複数の食害保護部材（たとえば自然の竹）を適宜手段（ワイヤー、荒縄、
ボルトなど）で前記隙間Ｓを開けた状態で並列に連結させてユニットとした食害保護部材
シート（たとえば竹シート）を用いてもよい。そして、種々の大きさのものを製作してお
き、現場に応じて適宜選択すれば良い。
　また、食害保護部材シートを構成する１本の食害保護部材として、短い食害保護部材（
３～２０ｃｍ）を縦方向にフレキシブルに連結したものを用いることもでき、この場合は
、傾斜面に凹凸があった場合でもそれに沿って柔軟に設置することが可能となる。
【００１５】
　そして、本発明では、緑化工を施した場所（緑化工施工地）全面を覆うように食害保護
部材を設置することで、確実な食害保護効果を発揮することができる。
【００１６】
　また、本発明では、図３に示すように、緑化工施工地の外縁部（つまり、食害動物が緑
化工施工地に侵入する際に必ず通過しなければならない箇所）のみに食害保護部材を設置
することも可能である。この場合は食害動物が飛び越えられぬように例えば縦幅（Ｙ方向
に沿う幅）Ｙ2 、横幅（Ｘ方向に沿う幅）Ｘ1 ，Ｘ2 がそれぞれ２ｍ以上の食害保護部材
ゾーンを設けることが好適である。食害動物としての例えば鹿のジャンプ力（地面に対す
る垂直方向のジャンプ力）は約１．８ｍ程度であり、図４にも示すように、緑化工施工地
２の外縁部２ａが法尻部６を含むような場合、法尻部６をこれ以上の高さを持つ食害保護
部材（たとえば竹シート）で覆えばよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本願の請求項１に係る発明によれば、食害保護部材の上に食害動物が載ると、その摩擦
抵抗の低さからバランスを崩しかけるために侵入することができず、食害保護部材で保護
された区域は食害を逃れることができる。また、これによって食害動物は学習によりこの
食害保護区域を危険な場所として認識するため、忌避効果も発揮することとなる。
　食害保護部材を横方向に１０ｃｍ以下の隙間を開けて敷設するため、その隙間から植物
を生育させることができる。そして、食害動物は食害保護部材の上に載ることはできない
が、外部から首を伸ばして食害保護部材上の植物を食べることができるため、食害動物と
の共存が可能となる。
　また、食害保護部材にて斜面を覆うため、雨水などによる斜面浸食を防止することにも
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１は、食害保護部材として植物由来材料を使用し、緑化工を施す予定の場所（緑化対
象地）全面を覆うように複数の食害保護部材を設置するようにした本発明の第１の実施の
形態を示す。なお、図１は、食害保護部材設置直後の状態を示している。
【００１９】
　図１において、１は、法面Ｎ上の植生保護領域としての緑化対象地２を覆う平面的な竹
シート（食害保護部材シートの一例）である。この実施の形態では、緑化対象地２全面を
覆うため略同一形状の複数の竹シート１，１，１が設置される。
　３は、食害保護部材として使用した断面が例えば円弧状の自然の竹である。尚、場合に
よっては、断面が例えば円弧状に成形されたプラスチック製の義竹の使用も可能である。
　竹シート１とは、複数本の竹３を適宜手段（ワイヤー、荒縄、ボルトなど）で隙間Ｓを
開けた状態でＸ方向（横方向）へ並列に連結させてユニットとしたものであり、その形状
、大きさ、材質、構造は種々のものを製作しておき、現場に応じて、すなわち、敷設する
広さ（緑化対象地２の広さ）に応じてユニットの枚数を決めるものである。
　この実施の形態では、竹シート１として、１０ｃｍ以下の隙間（空間）Ｓを開けた状態
で略同じ長さＬ、略同じ幅Ｍ（＜Ｌ）の複数本の竹３を一本ずつワイヤーＴによって並列
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に連結されているものを用いている。
　そして、法面Ｎの地面Ｅ（図２）に対する勾配（角度）αは３０度以上、より好ましく
は３９度以上が好適である。
　前記緑化対象地２は、この実施の形態では、Ｙ方向（縦方向）における法面Ｎ上端側の
法肩５からＹ方向における法面２下端側の法尻６に至る縦長の平面視長方形形状をなして
いる。
　この実施の形態では、食害動物が足を隙間Ｓに入れようとした場合に入りきらず、きわ
めて不安定な状態を作り出すため隙間Ｓを５ｃｍ以下に設定している。また、竹シート１
は平面視長方形で、長辺の長さＬ’が１ｍである。また、１本の竹３の長さＬは８０ｃｍ
であり、幅Ｍが６ｃｍである。尚、竹シート１の平面視形状は、長方形に限らず、たとえ
ば正方形など種々の大きさ、形状のものを採用することができる。
　そして、緑化対象地２全面を覆うため複数の竹シート１，１，１のＹ方向への連続配置
は、上側の竹シート１の各竹３の円弧状下端面ｍを隣の下側の竹シート１の各竹３の円弧
状上端面ｎに密着（当接）させてある。尚、円弧状下端面ｍと円弧状上端面ｎとの間に食
害動物が足が掛からない程度の若干の隙間は設けても良い。また、竹シート１は、各竹３
の長手方向両端部ａ，ｂにアンカー４が打設されることにより緑化対象地２に固定される
。
【００２０】
　そして、各竹シート１において、断面が円弧状の竹３の表面に食害動物が載るとスリッ
プする効果があるが、スリップ効果を向上させるため竹シート１を緑化対象地２へ配置す
る前に摩擦抵抗を低減し、さらに防腐食効果のある樹脂を竹１の少なくとも表面に予め塗
布しており、これにより、表面の静止摩擦係数が０．７以下としてある。
【００２１】
　而して、まず、法面２の表面に、例えば植物の種子を吹付けなどにより散布することで
植生面２ｃを形成して緑化対象地２とする。なお、法面Ｎの表面に植物の種子を含む植生
マットを敷設してもよく、植生面の形成はこれ以外の公知のものを採用することができる
。続いて、この緑化対象地２全面を覆うように予め準備しておいた複数の竹シート１を図
１に示すようにＹ方向に、この実施の形態では、竹３の長手方向（ｒ方向）をＹ方向に沿
わす状態で、設置してアンカー４により緑化対象地２に固定する。そして、隙間Ｓから植
物が生育するが、断面が竹シート１の円弧状の竹１の上に食害動物が載ると摩擦抵抗の低
さも相まってバランスを崩しかけるために食害動物が緑化対象地２に侵入することができ
ない。また、隙間Ｓを５ｃｍ以下としたので、食害動物が足を隙間Ｓに入れようとした場
合に入りきらず、より不安定な状態を作り出すことができ、それよって、食害動物が身を
もって「滑る」ことを学習することになるが、食害動物の首の届く範囲は、隙間Ｓから生
育した植物の捕食が可能となる。
　すなわち、緑化対象地２に生育した植物を１００パーセント食害動物に食べさせないの
でなく、植生保護に支障のない程度の植生を維持させ、ある程度食害動物に捕食させて自
然生態に急激な変化を起こすことはなく、自然の竹３を利用して、食害動物との共存を図
りながら対食害効果を発揮することができる。
【００２２】
　このように、自然の竹３を使用し、緑化対象地２全面を覆った状態が平面的な竹シート
１であるため、景観的に悪影響を与えることはない。また、環境の面でも悪影響を与える
ことはない。
　さらに、緑化対象地２全面を覆う竹シート１は、法面Ｎ浸食の防止効果を得ることがで
きる。
　また、竹シート１を、設置する場所を変えることにより、捕食可能あるいは捕食不可能
な部分を調整でき、食害動物の生態に急激な影響を与えるないことに貢献することができ
る。
　なお、竹シート１の代わりに、複数本の自然の竹３を１本ずつ設置固定してもよい。
　また、竹シート１を構成する竹として、この実施の形態で用いた長さＬ（＝８０ｃｍ）
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の竹３に代えて、竹３よりも長さの短い竹、例えば３～２０ｃｍ程度の竹をＹ方向にフレ
キシブルに連結したものを用いることもでき、この場合は、傾斜面に凹凸があった場合で
もそれに沿って柔軟に設置することが可能となる。
【００２３】
　図２（Ａ）は、竹シート１のＹ方向への連続配置の形態として、法肩側（上側）の竹シ
ート１を隣の法尻側（下側）の竹シート１の上に重ね合わせるようにした本発明の第２の
実施の形態を示す。なお、図２（Ａ）において、図１に示した符号と同一のものは同一ま
たは相当物である。
【００２４】
  図２（Ａ）において、この実施の形態では、法面Ｎの表面に、例えば植物の種子を吹付
けなどにより散布することで植生面２ｃを形成して緑化対象地２とする。続いて、この緑
化対象地２全面を覆うように複数の竹シート１を図２（Ａ）に示すように設置してアンカ
ー４により緑化対象地２に固定する。
　すなわち、竹シート１は、図１のように例えば５ｃｍ以下の隙間Ｓを竹３，３間に設け
てＹ方向に複数並列配置されている。そして、竹シート１のＹ方向への連続配置は、上側
の竹シート１の竹３の円弧状下端部ｍ’を隣の下側の竹シート１の竹３の円弧状上端部ｎ
’の上に重ね合わてその重ね合わせ部７にアンカー４が打設されて緑化対象地２に固定さ
れる。このような重ね合わせ構成を採用することで、重ね合わせ部７には食害動物の足が
掛からなくなるので侵入防止により効果的である。この重ね合わせ構成を逆にした場合、
すなわち、上側の竹シート１の竹３の円弧状下端部ｍ’を隣の下側の竹シート１の竹３の
円弧状上端部ｎ’の下に重ね合わた場合には、円弧状上端部ｎ’の端面８が上向くことに
なり、端面８に食害動物の足が掛かかり端面８が支えとなって図２（Ｂ）に示すように、
矢印ａの向きから食害動物が竹シート１に載る可能性がある。
　なお、この実施の形態でも、竹シート１の代わりに、複数本の自然の竹３を１本ずつ設
置固定してもよい。
【００２５】
　図３，４は、緑化工施工地である緑化対象地２（２ａ，２ｂ）のうち外縁部（つまり、
食害動物が緑化対象地２に侵入する際に必ず通過しなければならない箇所）２ａのみに複
数の竹シートを設置して食害動物が飛び越えられぬように構成した本発明の第３の実施の
形態を示す。なお、図３，４において、図１，２（Ａ）に示した符号と同一のものは同一
または相当物である。
【００２６】
  図３，４において、この実施の形態では、縦長の平面視長方形形状をなす法面Ｎ上の緑
化対象地２（２ａ，２ｂ）の全面ではなく、緑化対象地２（２ａ，２ｂ）のうち外縁部２
ａだけを覆っている。そして、緑化対象地２の内部２ｂは覆わないように複数の竹シート
１ａ～１ｆを設置するとともに、食害動物ａが法肩５から歩いて法面Ｎの緑化対象地２に
降りるのを阻止するため法肩５に別途追加の竹シート１ｇを設置している。この実施の形
態では、竹シート１ｂ～１ｅは同じ大きさのものであり、いずれの竹シート１ａ～１ｇも
平面視矩形であるが、敷設する広さに応じてその形状は任意であることは勿論である。
【００２７】
　外縁部２ａは、法尻６を含んでおり、法尻６は竹シート１ａで覆われている。竹シート
１ａのＹ方向における縦の長さＹ2 は食害動物としての例えば鹿のジャンプ可能な高さ（
地面に対する垂直方向のジャンプ高さ；約１．８ｍ程度）より高くさせるため略２ｍに設
定してある。
【００２８】
　竹シート１ｆは法面Ｎ最上部の緑化対象地２ａを覆っており、Ｙ方向における縦の長さ
Ｙ1 は略１ｍである。一方、竹シート１ｇは竹シート１ｆが覆う緑化対象地２ａ直上の法
肩５の一部を覆っており、法面側に向かう方向における長さＡは略１ｍであり、竹シート
１ｆの各竹３の上端３ａに竹シート１ｇの各竹３の下端３ｂを対向させながら法肩５に設
置される。Ｘ方向における長さは竹シート１ｆも竹シート１ｇも、竹シート１ａも同じ長
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さＰである。
　ここで、竹シート１ｆの縦の長さＹ1 を約１．８ｍよりも短い略１ｍとし、竹シート１
ｇの長さＡを略１ｍとしたのは図４から明らかなように、食害動物ａは法肩方向から法面
Ｎ上の緑化対象地２に降りることはできないからである。
　すなわち、法肩５に設置された竹シート１ｇ手前の食害動物ａは、竹シート１ｆ，１ｇ
が法肩付近を全て覆っているので、法肩５から歩いて降りることも法肩５ぎりきりの所か
らジャンプすることもできない（竹シート１ｇで滑ってふんばることができない）。また
、食害動物ａは、法肩５手前の地面ｅからは法面Ｎ（斜面）が視認できず、恐怖心からジ
ャンプすることはない。
【００２９】
　一方、竹シート１ｂと竹シート１ｄは、竹シート１ｆと竹シート１ａ間に、Ｙ方向へ連
続して竹３の端面同士を密着（当接）させる状態で設置されている。Ｘ方向の長さＸ1 は
略３ｍである。また、竹シート１ｃと竹シート１ｅも、竹シート１ｆと竹シート１ａ間に
、Ｙ方向へ連続して竹３の端面同士を密着（当接）させる状態で設置されている。Ｘ方向
の長さＸ2 は略３ｍである。ところで、長さＸ1 ，Ｘ2 を略３ｍとしたのは以下の理由に
よる。
　すなわち、図５において、食害動物ａは図４の場合と場面が異なり、Ｘ方向（法面Ｎの
水平方向）からはジャンプ可能であり、そして、法面Ｎが斜面であることを考慮して、（
法面Ｎ上の位置ｔにいる）食害動物ａのＸ方向への飛距離は約２ｍと想定することができ
、（平地であればより遠くに跳ぶことができる）。しかも、矢印ｉで示したように、斜め
下方向へ食害動物ａが跳躍した場合は、下へ落ちる間もＸ方向へのベクトルは作用するの
で単なるＸ方向への跳躍よりも飛距離が伸びることになるからである。
【００３０】
　このように、緑化工施工地２の外縁部２ａのみに外縁部２ａの広さに応じた枚数の適宜
形状、大きさを持つ竹シート１ａ～１ｆを設置するとともに、食害動物ａは歩いて法肩５
から法面Ｎ上の緑化対象地２に降りることはできないように法肩５ぎりぎりに適宜形状、
大きさを持つ竹シート１ｇを設けたので、緑化工施工地２は食害を逃れることができる。
また、食害動物の首の届く範囲は、隙間Ｓから生育した植物の捕食が可能となる。
　なお、この実施の形態でも、竹シート１ａ～１ｇの代わりに、複数本の自然の竹３を１
本ずつ設置固定してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る食害保護部材の設置状態を示す斜視図である。
【図２】（２Ａ）は、本発明の第２の実施の形態に係る食害保護部材の設置状態を示す図
である。（２Ｂ）は、比較例を示す構成説明図である。
【図３】本発明の第３の実施の形態に係る食害保護部材の設置状態を示す図である。
【図４】上記第３の実施の形態における使用状態を示す構成説明図である。
【図５】食害動物の跳躍動作を説明するための図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　　竹シート（食害保護部材）
　２　　　植生保護領域
　Ｎ　　　傾斜面
　Ｓ　　　隙間
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